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地域協議会に関する制度の運用（案）検討内容                    

  運用を定める目的は何？（B-1）  

  地域協議会の認定の具体的な手続きは？（B-2）  

 

推進市民会議での意見  市の考え方  

◆運用を定める目的は何？（B-1）  

★ 誰 で も 参 加 で き る 、 し て い る こ と 、 し た い こ

と を 応 援 ・ 支 援 で き る （ Ｂ ）  

・ 地 域 の 方 の や る 気 を 邪 魔 し な い 運 営 の 仕 方 が

大 切 （ B）  

・ 意 見 の 否 定 や 要 求 し な い こ と を 運 用 ル ー ル に

定 め る べ き （ B）  

 

地域協議会は誰もが参加できる団体で

なければなりませんので、ご意見にあり

ますような具体的な表記については、

「地域協議会制度方針」「地域助け合い

交付金ガイドブック」を見直しして記載

するものとします。  

 

  地域協議会の認定の具体的な手続きは？（B-2） 

・ 困 っ た と き に 相 談 で き る 窓 口 が あ る と よ い

（ B）  

 

相談窓口などの具体的な表記について

は、「地域協議会制度方針」「地域助け合

い交付金ガイドブック」を見直しして記

載するものとします。  

・ 既 存 の 活 動 の 申 請 を し て も い い か （ B）  

・ 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 が 書 け る の か （ B）  

既存の活動について、今後地域協議会

として実施する予定のものであれば事業

計画に記載していただくことは問題あり

ません。主たる事務所の所在地は、打合

せを実施する会館や会長宅等の所在地を

記載しています。  

【解説】  

 新しい制度（案）に対する詳細な運用を定めるものという目的を明記します。  

地域協議会として認定を受けようとする場合は、規約、役員名簿、事業計画、予算

等を添付して、地域協議会認定申請書を提出するものとします。事務局である協働推

進課は、地域協議会認定可否決定通知書を通知するとともに、告示して周知します。 

◆目的（B-1）  

地 域 協 議 会 の 制 度 の 運 用 に 関 し て 詳 細 な 手 続 き を 定 め る も の と し ま す 。  

◆地域協議会の認定の手続き（B-2）                                   

認 定 を 受 け よ う と す る 団 体 は 、 地 域 協 議 会 認 定 申 請 書 に 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し

て 、 市 長 に 提 出 す る も の と し ま す 。  

(1) 規 約（ 団 体 名 称 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 、目 的 、事 業 、意 思 決 定 に 係 る 手 続 等 ） 

(2) 役 員 名 簿  

(3) 当 該 年 度 の 事 業 計 画 書 及 び 予 算 書  

(4) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

市 長 は 、 申 請 書 を 受 理 し た と き は 、 認 定 の 可 否 を 地 域 協 議 会 認 定 可 否 決 定 通 知 書 に

よ り 通 知 す る と と も に 、 そ の 旨 を 告 示 す る も の と し ま す 。  
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◆  地域協議会の活動段階はあるの？（B-3）     

 

※ 解 説 は 次 ペ ー ジ  

推進市民会議での意見  市の考え方  

★ 段 階 的 に 活 動 を 示 す 必 要 が あ る か 。 活 動

内 容 を も っ と 具 体 的 に （ A）  

★ 準 備 を 含 め た 活 動 段 階 と し 、 そ の 段 階

（ 年 数 ） は メ ン バ ー で 見 定 め る （ Ｂ ）  

★ 活 動 段 階 は 、 第 １ 段 階 の み 。 以 降 は 地 域

独 自 の 課 題 に 取 り 組 む （ Ｃ ）  

・ 活 動 内 容 の 表 現 が あ い ま い で わ か り づ ら

い （ A）  

・「 地 域 の 文 化 づ く り 」 の 項 目 も ほ し い

（ A）  

・ 準 備 段 階 も 入 れ て 示 し て は ど う か （ B）  

・ 自 分 た ち で 段 階 を 見 定 め る （ B）  

・ 活 動 段 階 ご と の 年 数 を 短 く す る （ C）  

・ 地 域 の 課 題 は そ れ ぞ れ な の で 、 活 動 を 指

定 す る こ と は 不 要 で は な い か （ C）  

 

この運用では、地域協議会が活動の充実

化を図る上での目標を示すものです。ご意

見のとおり、準備段階も含めて記載するも

のとします。  

また活動内容については、地域の実情に

応じて課題解決事業に取り組めるよう修正

を行いました。  

活動内容の具体的な表記については、「地

域協議会制度方針」「地域助け合い交付金ガ

イドブック」を見直しして記載するものと

します。  

 

・ 地 域 協 議 会 そ の も の に つ い て 他 の 自 治 体  

か ら 学 べ る 機 会 が あ っ て も よ い （ B）  

他の自治体への視察研修についても、課

題解決事業として実施できます。  

・ 段 階 的 に 職 員 の 関 わ り を 減 ら す （ D）  

 

地域パートナー制度で派遣する職員は、

地域協議会の設立年数等に応じて、段階的

に減らすことを想定しています。  

◆活動段階（B-3）  

地 域 協 議 会 の 活 動 に つ い て は 、 地 域 協 議 会 設 立 か ら の 年 数 に 応 じ て 段 階 的 に 取 り 組

む 活 動 を 定 め る も の と し ま す 。  

段 階  年 数  活 動 内 容  

準 備 段 階  ―  ・ 地 域 住 民 の 意 識 の 醸 成  

・ 地 域 に 合 っ た 地 域 協 議 会 設 立 に 向 け た 手 順 の 検 討  

・ 地 域 協 議 会 設 立 準 備 委 員 会 の 発 足  

・ 地 域 協 議 会 の 役 員 、 規 約 、 事 業 計 画 、 予 算 等 の 検 討  

第 １ 段 階  地 域 協 議 会 設 立 日

か ら ２ 年 が 経 過  

す る 日 が 属 す る  

年 度 ま で  

・ 地 域 の 課 題 に 関 す る 話 し 合 い  

・ 地 域 づ く り の 目 標 等 を ま と め た 計 画 の 策 定  

・ 課 題 解 決 事 業 （ １ 事 業 以 上 ） の 実 施  

第 ２ 段 階  地 域 協 議 会 設 立  

３ 年 度 か ら ５ 年 度  

・ 地 域 の 課 題 に 関 す る 話 し 合 い  

・ 地 域 づ く り の 目 標 等 を ま と め た 計 画 の 策 定  

・課 題 解 決 事 業（ ２ 事 業 以 上 。う ち １ 事 業 は 福 祉 分 野 の 事 業 を 含 む ）

の 実 施  

第 ３ 段 階  地 域 協 議 会 設 立  

６ 年 度 以 降  

・ 地 域 の 課 題 に 関 す る 話 し 合 い  

・ 地 域 づ く り の 目 標 等 を ま と め た 計 画 の 策 定  

・課 題 解 決 事 業（ ３ 事 業 以 上 。う ち １ 事 業 は 福 祉 分 野 の 事 業 を 含 む ）

の 実 施  
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【解説】  

 地域協議会の活動についてまとめたものとなります。  

準備段階  

地域住民に地域協議会の必要性や重要性、市の支援について知ってもらい、設立に

向けて協力していただける方の洗い出しや地域の実情に応じた地域協議会設立まで

のプロセスを検討します。地域協議会設立準備委員会の発足後は、地域協議会の役員、

規約、事業計画、予算等の検討を行います。  

 

第１段階～第３段階の活動内容  

・地域の課題に関する話し合い  

 様々な団体がその学区についての魅力や課題を話し合う「地域づくりミーティン

グ」を想定しています。  

・地域づくりの目標等をまとめた計画の策定  

 学区の地域づくりの一つの方向性を定めた「地域ビジョン」の作成やそれに基づく

事業計画を想定しています。  

・課題解決事業  

 以下のとおり、課題解決事業として考えられる分野の事業とその内容を明記しま

す。ただし、地域の課題は地域によってさまざまであることから、この限りではあり

ません。  

（例）  

  防災分野の事業（学区防災訓練、避難所運営マニュアルの作成、備蓄品の購入等） 

  福祉分野の事業（高齢者の生活支援活動、包括サロン等）  

  防犯分野の事業（交通安全の見守り活動、夜間パトロール等）  

  環境分野の事業（清掃活動、草刈等）  

  青少年健全育成分野の事業（児童の登下校の見守り、あいさつ運動等）  

  地域文化分野の事業（地域の歴史や風土の学習や広報活動、伝統芸能の保存等）  

  その他地域の課題に関する事業  
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◆  地域協議会の計画などの定期的な報告はあるの？（B-4）   

◆  認定内容に変更が生じたときはどうするの？（B-5）   

 

推進市民会議での意見  市の考え方  

◆地域協議会の計画などの定期的な報告はあるの？（B-4） 

・ 計 画 と 報 告 は 年 １ 回 と あ る が 、 予 算 を 大 枠

で 取 り 、 柔 軟 に 活 動 で き る よ う に し て は ど

う か （ B）  

各地域協議会から新しい事業について

要望があれば、その都度協議を行い、あ

る程度柔軟に対応しているところです。  

 

・ 報 告 は 課 で は な い か （ D）  

 

 

 

 

 

 

 

報告について事務手続きは協働推進課

が行いますが、制度上は市長が行うとい

う取扱いになります。  

 

 

◆認定内容に変更が生じたときはどうするの？（B-5）  

・ 意 見 な し  

 

 

 

―  

 

◆定期報告（B-4）  

 地 域 協 議 会 は 、 毎 年 度 以 下 の 書 類 を 市 長 に 提 出 す る も の と し ま す 。  

（ 前 年 度 の 事 業 報 告 書 及 び 収 支 決 算 書 、 当 該 年 度 の 事 業 計 画 書 及 び 収 支 予 算 書 等 ）  

◆認定内容の変更届出（B-5）  

認 定 を 受 け た 地 域 協 議 会 は 、 地 域 協 議 会 認 定 事 項 変 更 届 に 、 変 更 内 容 を 証 す る 書 類

を 添 付 し て 、 市 長 に 提 出 す る も の と し ま す 。  

(1) 地 域 協 議 会 の 会 長 等 の 役 員 を 変 更 し た と き   

(2) 地 域 協 議 会 の 規 約 を 変 更 し た と き  

(3) 地 域 協 議 会 の 計 画 を 変 更 し た と き   

(4) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 由    

【解説】  

 地域協議会の活動について、毎年度定期的な報告を明記するものです。年度末や年

度初めに開催される総会又は役員会等で決定したものを提出するものとします。  

 認定を受けた地域協議会は、役員、規約、各種計画を変更したときなどに、地域協

議会認定事項変更届を提出するものとします。  
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◆  もし地域協議会を解散する時はどうするの？（B-6）  

◆  もし地域協議会の認定を取り消されたらどうなるの？（B-7）   

◆  もっと細かい手続きについてはどうなるの？（B-8）       

 

推進市民会議での意見  市の考え方  

◆  もし地域協議会を解散する時はどうするの？（B-6） 

★ 解 散 す る 場 合 何 を も っ て 解 散 と す る か （ Ｃ ）  

・ 再 設 立 す る 場 合 は ど う な る か （ B）  

・ 何 を も っ て 解 散 と す る か （ C）  

 地域協議会から地域協議会解散届が提

出された場合は、受理をして告示を行

い、解散することとなります。ただし、

市としては、地域協議会は地域のために

必要な団体であると考えておりますの

で、実際に解散・認定の取り消しをする

ことのないよう事前の調整や協議を行い

ます。  

 仮に解散や認定の取り消しがあった場

合も、市としては再度設立に向けて地元

と調整を行います。  

 具体的な表記は、「地域協議会制度方

針」「地域助け合い交付金ガイドブッ

ク」を見直しして記載するものとしま

す。  

◆もし地域協議会の認定を取り消されたらどうなるの？（B-7） 

・ 取 り 消 さ れ た と き の フ ォ ロ ー 体 制 が あ っ て も

よ い （ D）  

 

◆もっと細かい手続きについてはどうなるの？（B-8）  

・ 詳 細 な 手 続 き は あ ま り な い 方 が い い （ D）  

 この運用では書ききれない内容につい

ては、別で定めるという趣旨になりま

す。  

◆地域協議会の解散（B-6）  

 地 域 協 議 会 は 、 解 散 し よ う と す る と き は 、 地 域 協 議 会 解 散 届 を 市 長 に 提 出 す る 。 地

域 協 議 会 解 散 届 を 受 理 し た 場 合 は 、 そ の 旨 を 告 示 す る も の と し ま す 。  

◆地域協議会の認定取消し（B-7）  

市 長 は 、 認 定 の 取 消 し を 行 う と き は 、 地 域 協 議 会 推 進 市 民 会 議 に て 諮 る も の と し ま

す 。 取 り 消 し を 行 っ た と き は 、 地 域 協 議 会 認 定 取 消 通 知 書 に よ り 、 代 表 者 に 通 知 す る

と と も に 、 そ の 旨 を 告 示 す る も の と し ま す 。  

◆詳細な手続き（B-8）  

詳 細 な 手 続 き は 、 別 に 定 め る も の と し ま す 。  

 

【解説】  

 地域協議会を解散するときの手続きをまとめるものです。地域協議会解散届を提出

し、受理した市はその旨を告示して周知するものとします。  

 地域協議会の認定を取り消すときは、地域協議会推進市民会議にて諮った上で取り

消すものとし、代表者に地域協議会認定取消通知書を送付するとともにその旨を告示

するものとします。  

  


